
下関市公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱  

 

　（趣旨）  

第１条　この要綱は、地域公共交通の確保・維持・改善を目的として実

施する事業に係る下関市公共交通確保維持改善事業補助金（以下「補

助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。  

　（定義）  

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1) 路線バス　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」

という。）第４条第１項の許可を受け、法第３条第１号イに規定す

る一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、かつ、市内に本社を有す

る者（以下「路線バス事業者」という。）により、市内に路線を定

めて定期運行される運送サービス（道路運送法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７５号）第１０条第１項第１号ロに規定する長距離

急行運送等に供する車両によって運行されるものを除く。）をいう。 

(2) タクシー　法第４条第１項の許可を受け、法第３条第１号ハに

規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営し、かつ、市内に事業

所（個人にあっては、住所）及び営業区域を有する者（以下「タク

シー事業者」という。）により、その事業の用に供する車両を使用

して行われる運送サービスをいう。  

(3) 第二種免許　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条

第２項に規定する第二種免許をいう。  

(4) 国の補助金交付要綱　地域公共交通確保維持改善事業費補助金

交付要綱（平成２３年３月３０日付け国総計第９７号、国鉄財第  

３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９

号、国空環第１０３号）をいう。  

(5) 国庫補助事業　地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要

綱（令和７年３月４日付け国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、

国鉄事第４９９号、国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海



内第２０９号、国空事第１１２５号）附則第２条に掲げる交通Ｄ

Ｘ・ＧＸ等による経営改善支援事業等をいう。  

　（補助対象事業等）  

第３条　補助対象事業及び補助金の種類は、次のとおりとする。  

　(1) 公共交通人材確保支援事業  

　　ア　公共交通人材確保支援事業費補助金　国庫補助事業に定める

第二種免許取得に関する経費又はこれと同等のものに関する経

費に対する補助金  

　　イ　運転士就労支援金　路線バス事業者又はタクシー事業者に新

たに運転士として就職した者に対して交付する補助金  

　(2) 公共交通環境整備支援事業  

公共交通環境整備支援事業費補助金　国 庫 補 助 事 業 に 定 め る 

キャッシュレス決済の導入に要する経費又はこれと同等のものに要

する経費（前号アに掲げる経費と併せて、以下「補助対象経費」と

いう。）に対する補助金  

２　補助対象者、補助率及び補助金の額等は別表第１のとおりとする。 

　（補助金の交付申請）  

第４条　補助金の交付を受けようとする補助対象者は、下関市公共交

通 確 保 維 持 改 善 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ ― １ 又 は 様 式 第 

１―２号）に、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定

める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。  

(1) 別表第１に掲げる運転士就労支援金（以下「運転士就労支援金」

という。）（様式第１―２号による。）　次のアからウまでに掲げる

書類  

ア 在籍証明書  

イ 下関市の市税の滞納がないことを証する書類  

ウ その他市長が必要と認める書類  

(2) 運転士就労支援金を除く補助金（様式第１―１号による。）　次

のアからウまでに掲げる書類  

　　ア 補助対象事業に係る収支計画書  



イ 下関市の市税の滞納がないことを証する書類  

ウ その他市長が必要と認める書類  

２　補助金の交付を受けようとする補助対象者は、申請する補助金の

種類に応じて、次に定める期日までに、前項に掲げる申請書類を市長

に提出しなければならない。  

　　(1) 運転士就労支援金　新たに運転士として就職した日から１年又

は２年を経過した日の属する会計年度の末日  

　　(2) 運転士就労支援金を除く補助金　当該補助金の交付決定を受け

る日の属する会計年度の２月２８日  

　（交付の決定等）  

第５条　市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内

容を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助

金の交付を決定するものとする。  

　（交付の条件）  

第６条　市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の

交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付す

ることができる。  

　（決定の通知）  

第７条　市長は、第５条の規定による補助金の交付の決定（以下「交付

決定」という。）をしたときは、下関市公共交通確保維持改善事業補

助金交付・変更交付決定通知書（様式第２号）により、申請した補助

対象者に通知するものとする。  

２　市長は、第５条の規定による審査により、補助金の交付が適当でな

いと認めるときは、補助金を交付しない旨を書面により、申請した補

助対象者に通知するものとする。  

　（補助対象事業の実施）  

第８条　前条第 1 項の規定による交付決定通知を受けた交付対象者（以

下「交付決定者」という。）は、補助対象事業をその申請した内容に

従い適切に実施し、第６条の規定により条件が付されているときは、

これを遵守しなければならない。  



　（申請の取下げ）  

第９条　交付決定者は、第７条第１項の規定による通知を受けた後に

補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、書面により当

該補助金の交付の申請を取り下げることができる。  

２　前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る

交付決定はなかったものとみなす。  

　（補助対象事業の変更に係る承認の申請等）  

第１０条　交付決定者（運転士就労支援金の交付決定者（以下「運転士

就労支援金交付決定者」という。）を除く。）は、補助対象事業の内容

又は補助対象経費の配分を変更しようとするとき、又は第７条第１

項の規定により通知を受けた補助金交付決定額を変更する必要が生

じたときは、あらかじめ下関市公共交通確保維持改善事業補助金変

更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。ただし、市長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、

この限りでない。  

２　交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又

は補助対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及

び当該補助対象事業の遂行の状況を記載した書類を市長に提出して、

その指示を受けなければならない。  

３　市長は、第１項の申請書又は前項の書類の提出を受けた場合には、

交付決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更することができる。  

４　前項の場合においては、第７条の規定を準用する。  

　（実績報告）  

第１１条　交付決定者（運転士就労支援金交付決定者を除く。）は、補

助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して２０日を

経過した日又は第７条第１項の規定による通知のあった日が属する

会計年度の末日までのいずれか早い日までに、下関市公共交通確保

維持改善事業補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添

えて、これを市長に提出しなければならない。  



(1) 補助対象事業に係る決算状況が分かる書類  

(2) その他市長が必要と認める書類  

　（補助金の額の確定）  

第１２条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、そ

の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事

業が適切に実施されたと認めるときは、補助金の額を確定し、下関市

公共交通確保維持改善事業補助金確定通知書（様式第５号）により交

付決定者（運転士就労支援金交付決定者を除く。）に通知するものと

する。  

　（是正のための措置）  

第１３条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果

が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるとき

は、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとる

べきことを交付決定者に対して指示することができる。  

２　第１１条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象

事業について準用する。  

　（補助金等の交付請求）  

第１４条　第７条の規定による通知を受けた運転士就労支援金交付決

定者及び第１２条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金

の交付を受けようとするときは、下関市公共交通確保維持改善事業

補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、

第７条第１項（第１０条第４項において準用する場合を含む。）の規

定による通知に係る金額の範囲内で、交付決定者（運転士就労支援金

交付決定者を除く。）の請求に基づき、概算払により補助金を交付す

ることができる。  

３　前項の概算払を受けようとする交付決定者（運転士就労支援金交

付決定者を除く。）は、下関市公共交通確保維持改善事業補助金概算

払請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。  

４　市長は、概算払を行った補助金について、第１２条の規定により確



定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があると

きはその請求及び交付については第１項及び次条の規定を準用し、

過払があるときは速やかにその額を返還させるものとする。  

　（補助金の交付）  

第１５条　市長は、前条第１項又は第３項の規定により請求書の提出

を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、

交付決定者に当該請求額を交付するものとする。  

　（関係書類の整備等）  

第１６条　交付決定者（運転士就労支援金交付決定者を除く。）は、補

助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類

（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、当該補助

対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算し

て５年間これを保管しなければならない。  

　（交付決定の取消し等）  

第１７条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(3) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又

は市長の指示に従わなかったとき。  

(4) この要綱の規定に違反したとき。  

(5) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。  

(6) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２　市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交

付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

３　前２項の規定は、第１２条の規定による補助金の額の確定があっ

た後においても適用する。  

　（受給権の譲渡等禁止）  

第１８条　交付決定者は、補助金の支給を受ける権利を第三者に譲り



渡し、又は担保に供してはならない。  

（財産の処分の制限）  

第１９条 交付決定者（運転士就労支援金交付決定者を除く。）は、補助

対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受

けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者（運転士

就労支援金交付決定者を除く。）が補助金の全部に相当する金額を市

に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限り

でない。  

　（質問等）  

第２０条　市長は、必要があると認めるときは、交付決定者（運転士就

労支援金交付決定者を除く。）に対し質問を行い、報告を求め、若し

くは補助対象事業の実施上必要な指示を行い、又は第１６条の帳簿

その他関係書類について検査を行うことができる。  

　（補助金の流用の禁止）  

第２１条　交付決定者（運転士就労支援金交付決定者を除く。）は、交

付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。  

　（その他）  

第２２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

　　　附　則  

　（施行期日）  

１ この要綱は、令和７年１１月５日から施行する。  

　（この要綱の失効）  

２　この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

令和８年度以前の予算に係る補助金（同年度の予算で翌年度に繰り

越したものに係る補助金を含む。）の取扱いについては、この要綱は、

同日後もなおその効力を有する。



別表第１（第３条関係）  

備考　補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を

切り捨てるものとする。

 補助対象

事業

補助金の種

類

補助対象者 補助率及び  

補助額等

 （１）公共

交 通 人 材

確 保 支 援

事業

ア 公共交通

人 材 確 保 支

援 事 業 費 補

助金

路線バス事業者又はタクシー事業者

で、国の補助金交付要綱に定める補

助対象期間の始期以後に国庫補助事

業に定める第二種免許取得に係る取

組を実施し、当該補助金の交付決定

を受ける日の属する会計年度の末日

までに完了するもの。

４分の１  

補 助 対 象 経 費 に

補 助 率 を 乗 じ て

得 た 額 を 補 助 額

とする。

 イ 運転士就

労支援金  

路線バス事業者又はタクシー事業者

に、令和６年４月１日以後に新たに

運転士として就職した日（以下「起算

日」という。）から次に掲げる期間を

経過した個人。ただし、起算日から遡

って１年以内に、路線バス事業者又

はタクシー事業に、運転士として従

事していた者を除く。  

１年目：起算日から起算して１年間。 

２年目：起算日から起算して２年間。

１ 年 に つ き １ 人

当たり３０万円  

（ 最 大 ２ 年 間　

合計６０万円）

 （２）公共

交 通 環 境

整 備 支 援

事業

公 共 交 通 環

境 整 備 支 援

事 業 費 補 助

金

路線バス事業者又はタクシー事業者

で、本補助金の交付決定日以後に国

庫補助事業に定めるキャッシュレス

決済の導入に係る取組を実施し、当

該補助金の交付決定を受ける日の属

する会計年度の末日までに完了する

もの。

６分の１  

補 助 対 象 経 費 に

補 助 率 を 乗 じ て

得 た 額 を 補 助 額

とする。


